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8月の納税

□市県民税（第2期）・国民健康保険
税（第2期）
　　納期限は8月31日（木）です。口座
振替の場合も、8月31日（木）が振替
日になりますので、ご利用の人は前
日までに残高をご確認ください。

□夜間納税相談窓口
　　日中来庁できない人のための納
税相談を行いますのでご利用くだ
さい。また、納付も受け付けます。
�8月31日（木）、9月29日（金）午後
5時15分～7時
・ 収税課☎21-1409 23-2238

たばこは市内でお買い求めく
ださい
　市町村たばこ税は、たばこを購入
した場所の市町村に納められます。
令和4年度は、約6億9,000万円の市
たばこ税が納められ、まちづくりの
貴重な財源となっています。たばこ
は市内でお買い求めください。
課税課☎21-1438 23-2238

駅周辺は路上喫煙等禁止
　東松山のまちをみんなで美しくする条例に基づき、東松山駅及び高坂
駅周辺の指定区域内での路上喫煙及び空き缶等のポイ捨てを禁止してい
ます。これらの行為を行った場合、指導・勧告を行い、改善されない場
合は2,000円の過料を科す場合があります。受動喫煙防止及び環境美化
推進にご協力ください。

市

東松山駅周辺指定区域 高坂駅周辺指定区域

東松山駅東松山駅
高坂駅高坂駅

環境美化重点区域及び路上喫煙禁止区域の範囲

環境政策課☎63-5006 23-7700

　東松山市×株式会社プライムトラスト「東松山市まち・ひと・しごと創生に関する協定」を締結
　市では、事業者と連携して地方創生に取り組んでいくため、東松山市まち・ひと・しごと創生総合
戦略の趣旨に適合した事業者の取組を認定する制度を設けています。
　6月27日（火）、株式会社プライムトラストと「東松山市まち・ひと・しごと創生に関する協定」を締
結しました。今後、健康増進、介護予防、スポーツ振興などに関する取組を協働して進めていきます。

政策推進課☎63-5031 22-5516

Focus 今月のフォーカス
このページでは、今月イチオシの情報に焦点を当ててお知らせします。

協定を結ぶ宮﨑代表取締役と森田市長 株式会社プライムトラストの皆さんと森田市長

アスベスト対策に関する
補助制度
　県では、民間建築物のアスベスト
対策として、アスベスト含有の恐れ
のある吹付け材の含有調査及び吹付
けアスベストの除去等工事に対する
費用の補助をしています。
県建築安全課
　☎048-830-5525
　 048-830-4887 県

都市計画道路の変更に関す
る説明会
　都市計画道路（3・5・13号第一小
学校通線）の変更について、内容の説
明及び皆さんからのご意見をいただ
くため、説明会を開催します。
�９月３日（日）午前10時から
総合会館４階多目的ホールA
都市計画課☎21-1425 24-8857

ハチ
　近づいたり、刺激したりしないよ
うにしましょう。ハチの巣の駆除は
刺される危険がありますので、専門
の業者に依頼してください。
ヘビ
　マムシ・ヤマカガシなどの毒ヘビを
発見した場合は絶対に近づいたり、刺
激したりしないでください。危害を加
えなければ、まず襲ってくることはあ
りません。もし、毒ヘビにかまれたら、
慌てず、速やかに119番通報し、医療
機関を受診してください。
※市ではハチやヘビの駆除はしてい
ません。ハチの駆除の事業者情報は、
市 をご確認ください。
�環境政策課
　☎63-5006 23-7700

ハチやヘビに注意してくだ
さい

市

ご存じですか？検察審査会

　交通事故、詐欺、脅迫などの犯罪
の被害にあったが、検察官がその事
件を起訴してくれない、このような
不満をお持ちの人は、検察審査会に
お問い合わせください。審査申立や
手続案内には費用はかかりません。
なお、審査員は、選挙権を持ってい
る18歳以上の人の中から「くじ」で
選ばれることになっています。
熊谷検察審査会事務局
　☎048-500-3111

浄化槽の法定検査の受検

　浄化槽をお使いの人は年1回の法定
検査を受検することが法律で義務付
けられています。
　法定検査は、浄化槽の清掃や保守
点検が定期的に行われ、浄化機能が
十分に発揮されているかを水質等に
より確認する検査です。
　浄化槽を使用していて法定検査を
実施していない人は、指定検査機関
に連絡し、検査の手続きをしてくだ
さい。
手数料　5,000円（10人槽以下の浄化
槽の場合）
�・ （一社）埼玉県環境検査研究協会
　☎048-778-8700
　環境センター
　☎24-2888 24-2838

市

　「解雇・雇止め」「労働条件の見直
し」「パワハラ」など労働者と会社の
トラブルでお困りのことはありませ
んか。県労働委員会が中立・公正な
立場であっせんを行い、トラブル解
決をお手伝いします。手続は簡単・
無料、秘密厳守です。
�県労働委員会事務局
　☎048-830-6452

労使トラブルの円満な解決
をお手伝いします

耐震診断・改修に関する
補助制度
　県では、昭和56年5月31日以前に
建築確認を受けて建築された建築物
のうち、病院や店舗、福祉施設など
の多数の人が利用する一定規模以上
の建築物に対して、耐震診断、耐震
補強設計及び耐震改修工事の費用の
一部を補助しています。令和5年度
から、除却工事について、緊急輸送
道路を閉塞させる恐れのある場合に
加え、多数の者が利用する建築物も
対象となりました。
�県建築安全課
　☎048-830-5527
　 048-830-4887� 県

ミニほっとらいんミニほっとらいん男女共同参画情報男女共同参画情報

「一人ではつらい」と感じた時はご相談ください
～女性相談員より～
　女性相談では、働く女性の悩み、ハラスメント、法律や制度、仕事と
家庭との両立の悩み、自分自身の生き方、夫婦や親子、恋人との関係、
暴力や暴言、孤立や孤独感などについて、女性が抱える様々な相談を受
けています。一人で抱えるとつらいと感じる悩みをジェンダー（社会的文
化的に形成される性差）の視点から、女性相談員が傾聴します。
　匿名相談、電話相談でも可能です。「この悩みを一人で抱えるのはつら
い」と感じた時、まずは女性相談にご相談ください。
・秘密は厳守されます。
・相談方法は、電話又は面談で、事前予約制です。
�毎月第1水曜日午前10時～午後3時
　　　第3火曜日午後1時～5時
　　　第4金曜日午前10時～午後3時
※相談日が祝日等の場合は、変更となります。
※女性相談の日程は、今月号27ページに掲載しています。
各日4人（1人当たり50分）
・ 人権市民相談課☎21-1416 23-2236
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くらしの情報

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/13/1653.html
https://r.qrqrq.com/mlgK9nj8
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/shinsai/taishinhojyo.html
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/45/3585.html
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/13/1720.html



